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新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応に係る 

    本県の対応について 

 

 本県の保健医療行政の推進につきましては、日頃格別の御協力を賜り、厚くお礼

申し上げます。 

 さて、オミクロン株の感染急拡大を受け、令和４年１月２４日付けで厚生労働省新

型コロナウイルス感染症対策推進本部から事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感

染急拡大時の外来診療の対応について」が発出されました。 

 このことについて、本県においては下記のとおり対応することといたしましたので 

お知らせいたします。 

 なお、この対応については２月１０日から当面の間の適用となりますので、終了時

にはあらためてご案内いたします。 

 

記 

 

〇 同居家族などの感染者の濃厚接触者が有症状となった場合には、医師の判断に 

 より検査を行わなくとも、臨床症状で診断を可能すること。 

 

※ 届出に当たっては、本対応を行う場合については疑似症患者として届出をお願 

 いします。 

  また、疑似症患者として診断後、公費については通常の軽症者と同じ扱いとな 

 ります。 
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